
65
歳
未
満
の
非
自
発
的
失
業
者
の
国
民
健
康
保
険
税
が

申
請
に
よ
り
軽
減
算
定
さ
れ
ま
す

　
離
職
者
支
援
の
一
環
と
し
て
、
国
民
健
康

保
険
税
の
軽
減
措
置
を
実
施
し
て
い
ま
す

（
こ
の
軽
減
措
置
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必

要
で
す
）。

対
象
者

①
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者（
倒
産
、

解
雇
な
ど
の
事
業
主
都
合
に
よ
り
離
職
し

た
方
）

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
離
職
理
由
欄

に
11
12
21
22
31
32
の
記
載
が
あ
る
方

②
特
定
理
由
離
職
者（
雇
用
期
間
満
了
な
ど

に
よ
り
離
職
し
た
方
）

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
離
職
理
由
欄

に
23
33
34
の
記
載
が
あ
る
方

※
離
職
時
点
で
65
歳
未
満
の
方

※
令
和
５
年
度
に
つ
い
て
は
、
令
和
４
年
３

月
31
日
以
降
に
離
職
さ
れ
た
方

軽
減
措
置
の
内
容

　
次
の
２
点
に
つ
い
て
、
離
職
日
の
翌
日
か

ら
そ
の
翌
年
度
末
ま
で
の
間
、
前
年
の
給
与

所
得
を
30
／
1
0
0
と
し
て
算
定
し
、
負
担

軽
減
を
は
か
り
ま
す
。
た
だ
し
、
世
帯
に
属

す
る
そ
の
ほ
か
の
被
保
険
者
の
所
得
は
通
常

の
額
と
し
て
算
定
し
ま
す
。

　
・
国
民
健
康
保
険
税
の
算
定

　
・
高
額
療
養
費
等
の
所
得
区
分
の
判
定

申
請
の
方
法

　
軽
減
を
受
け
る
に
は
、
申
請
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
を

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
を
紛
失
さ
れ
た

場
合
は
、
公
共
職
業

安
定
所（
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
）で
再
交
付
を
受
け

た
後
に
住
民
課
ま
た

は
税
務
課
ま
で
申
請

を
お
願
い
し
ま
す
。

◇
国
民
健
康
保
険
税
　
減
免
制
度

　
災
害
な
ど
の
特
別
な
事
情
に
よ
り
国
民
健

康
保
険
税
の
支
払
い
が
困
難
な
場
合
は
、
申

請
に
よ
り
減
額
や
免
除
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険

み
ん
な
で
支
え
あ
う

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

国
民
年
金
保
険
料
の
一
部
免
除
の

承
認
を
受
け
ら
れ
た
方
へ

保
険
料
の
納
付
が
必
要
で
す

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請
を
さ
れ

た
方
の
う
ち
、全
額
免
除
に
該
当
せ
ず
、一

部
免
除（
４
分
の
３
免
除
・
半
額
免
除
・
４

分
の
１
免
除
）が
承
認
さ
れ
た
方
は
、免
除

に
該
当
し
な
か
っ
た
部
分
の
保
険
料
を
納

付
さ
れ
な
い
と
未
納
期
間
と
し
て
扱
わ
れ

る
こ
と
に
な
り
、将
来
支
給
さ
れ
る
老
齢

基
礎
年
金
を
受
給
す
る
た
め
に
必
要
な
期

間
に
計
算
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、未
納
期
間
が
あ
る
と
ケ
ガ
や
病

気
で「
万
が
一
」の
こ
と
が
あ
っ
て
も
、障

害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
を
受
給
で

き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。納
期
限
か
ら

２
年
が
経
過
す
る
と
時
効
に
よ
り
納
め
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　
納
付
書
が
お
手
元
に
な
い
方
は
、草
津

年
金
事
務
所
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

免
除
区
分

保
険
料
額（
令
和
5
年
度
）

３
／
４
免
除

月
額
　
４
，１
３
０
円

半
額
免
除

月
額
　
８
，２
６
０
円

１
／
４
免
除

月
額
１
２
，３
９
０
円

※
令
和
5
年
度
国
民
年
金
保
険
料
は
月
額

１
６
，５
２
０
円
で
す
。

※
月
額
の
計
算
は
、10
円
未
満
切
り
上
げ
で
す
。

『
扶
養
親
族
等
申
告
書
』は

期
限
ま
で
に
提
出
し
ま
し
ょ
う

　
老
齢
や
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金

は
、雑
所
得
と
し
て
所
得
税
の
課
税
対
象

と
さ
れ
て
い
ま
す
。（
障
害
年
金
や
遺
族
年

金
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。）

　
課
税
対
象
者
と
な
る
受
給
者
の
方（
65

歳
未
満
の
方
は
１
０
８
万
円
以
上
、65
歳

以
上
の
方
は
１
５
８
万
円
以
上
）に
は
、日

本
年
金
機
構
か
ら「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」

が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、提
出
期
限
ま
で

に
日
本
年
金
機
構
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。　
　

　
こ
の
申
告
に
よ
り
、翌
年
中
に
受
け
ら

れ
る
年
金
に
か
か
る
所
得
税
の
源
泉
徴
収

税
額
が
決
定
さ
れ
ま
す
。提
出
を
忘
れ
る

と
各
種
控
除
が
受
け
ら
れ
ず
、所
得
税
の

源
泉
徴
収
税
額
が
多
く
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先
　

　
草
津
年
金
事
務
所
　

　
☎
０
７
７
-５
６
７
-２
２
２
０

　
住
民
課
　
保
険
年
金
担
当
　

☎
0
7
4
8
-5
2
-6
5
8
4

◆
問
い
合
わ
せ
先
　
住
民
課
　
保
険
年
金
担
当
　
☎
0
7
4
8-

5
2-

6
5
8
4

税
務
課
　
住
民
税
担
当
　
　
☎
0
7
4
8-

5
2-

6
5
7
0

９
月
18
日（
月
）は「
敬
老
の
日
」

　
９
月
の
第
３
月
曜
日
は「
敬
老
の
日
」で
す
。
長
年
に
わ

た
り
社
会
に
貢
献
さ
れ
た
高
齢
者
を
敬
愛
し
、
長
寿
を
祝

う
こ
と
を
目
的
に
昭
和
41
年
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和

22
年
、
兵
庫
県
の
村
で「
老
人
の
知
恵
を
借
り
て
村
づ
く

り
を
し
よ
う
」と
、
農
閑
期
で
季
節
の
よ
い
９
月
中
旬
の

15
日
に
敬
老
会
を
開
い
た
こ
と
が
起
源
で
全
国
に
広
が
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
日
野
町
の
満
１
０
０
歳
以
上
の
方
は
８
月
１
日
現
在
で

19
名
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
元
気
で
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。

９
月
21
日（
木
）は

「
世
界
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
デ
ー
」

　
１
９
９
４
年「
国
際
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
協
会
」は
、
世

界
保
健
機
関（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）と
共
同
で
毎
年
９
月
21
日
を「
世

界
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
デ
ー
」と
制
定
し
、
こ
の
日
を
中
心

に
認
知
症
の
啓
発
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

認
知
症
基
本
法
が
成
立
し
ま
し
た

　
認
知
症
の
本
人
や
家
族
の
意
見
を
反
映
し
、
関
連
施
策

の
充
実
を
図
る「
共
生
社
会
の
実
現
を
推
進
す
る
た
め
の

認
知
症
基
本
法
」が
令
和
５
年
６
月
14
日
に
成
立
し
ま
し

た
。
認
知
症
に
な
っ
て
も
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
町
を
め
ざ

し
て
、
認
知
症
の
人
が
尊
厳
を
保
持
し
、
希
望
を
持
っ
て

暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
地
域
で
の
取
り
組
み
を
進

め
て
い
き
ま
す
。

オ
レ
ン
ジ
フ
ェ
ス
タ
茶
の
み
処
わ
た
む
き

〜
や
さ
し
さ
で
つ
な
が
る
み
ん
な
の
笑
顔
〜
２
０
２
３

開
催
の
お
知
ら
せ

　
認
知
症
に
な
っ
て
も
、
変
わ
ら
ず
に
受
け
入
れ
ら

れ
、
そ
の
人
ら
し
く
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
地
域
を

め
ざ
し
て
、
町
内
で
活
動
い
た
だ
い
て
い
る
認
知
症

キ
ャ
ラ
バ
ン
メ
イ
ト
と
と
も
に「
オ
レ
ン
ジ
フ
ェ
ス

タ
茶
の
み
処
わ
た
む
き
〜
や
さ
し
さ
で
つ
な
が
る

み
ん
な
の
笑
顔
〜
２
０
２
３
」を
開
催
し
ま
す
。
今

回
は
、
認
知
症
当
事
者
の
方
か
ら
ご
講
演
い
た
だ
き

ま
す
。

　
認
知
症
は
誰
も
が
な
り
得
る
身
近
な
病
気
で
す
。

国
内
の
認
知
症
高
齢
者
の
数
は
２
０
２
５
年
に
は
約

７
０
０
万
人
、
65
歳
以
上
の
５
人
に
１
人
に
達
す
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
も
し
家
族
が
認
知
症
と
診
断

さ
れ
て
も
、
そ
の
人
ら
し
く
生
活
す
る
た
め
に
は
周

り
の
人
の
サ
ポ
ー
ト
が
必
要
不
可
欠
で
す
。
ま
ず
は

認
知
症
に
つ
い
て
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
か
ら
始
め

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

【
と
　
き
】　
９
月
24
日（
日
）　
10
時
〜
12
時（
受
付
は
９
時
30
分
か
ら
）

事
前
申
し
込
み
は
不
要
で
、
ど
な
た
で
も
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す
。

【
と
こ
ろ
】　
日
野
公
民
館（
中
道
二
丁
目
12
番
地
）

【
内
　
容
】　
第
１
部
　
日
野
町
認
知
症
キ
ャ
ラ
バ
ン
メ
イ
ト
活
動
紹
介

　
　
　
　
　
第
２
部
　
講
演
会「
認
知
症
と
と
も
に
今
を
生
き
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
講
師
　
下し

も
さ
か坂

厚あ
つ
し

氏
（
若
年
性
認
知
症
当
事
者
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清し

み
ず水
真ま

ゆ
み弓
氏（
伴
走
者
・
理
学
療
法
士
）

　
　
　
　
　
※
下
坂
厚
さ
ん
の
写
真
展「
記
憶
と
つ
な
ぐ
」を
同
時
開
催
し
ま
す
。

〜
下
坂
厚
さ
ん
の
ご
紹
介
〜

　
京
都
府
京
都
市
在
住
。
２
０
１
９
年
８
月
、
若
年
性
ア
ル
ツ

ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症
と
診
断
さ
れ
る
。
京
都
市
の
介
護
施
設
で

勤
務
し
た
後
、
現
在
は
同
じ
社
会
福
祉
法
人
の
本
部
で
広
報
担

当
と
な
る
。
認
知
症
当
事
者
と
し
て
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
趣
味
の
写
真

を
発
信
し
、
認
知
症
の
啓
発
活
動
も
展
開
中
。

◆問い合わせ先　長寿福祉課　地域包括支援担当　☎ 0748-52-6001

〜
認
知
症
キ
ャ
ラ
バ
ン
メ
イ
トとは

〜

　
認
知
症
に
つ
い
て
の
正
し
い
知
識
を
住

民
の
方
に
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
啓

発
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
で
す
。
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65
歳
未
満
の
非
自
発
的
失
業
者
の
国
民
健
康
保
険
税
が

申
請
に
よ
り
軽
減
算
定
さ
れ
ま
す

　
離
職
者
支
援
の
一
環
と
し
て
、
国
民
健
康

保
険
税
の
軽
減
措
置
を
実
施
し
て
い
ま
す

（
こ
の
軽
減
措
置
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必

要
で
す
）。

対
象
者
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雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
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倒
産
、

解
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な
ど
の
事
業
主
都
合
に
よ
り
離
職
し

た
方
）

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
離
職
理
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欄

に
11
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の
記
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が
あ
る
方
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理
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職
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雇
用
期
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了
な
ど

に
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方
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雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
離
職
理
由
欄

に
23
33
34
の
記
載
が
あ
る
方

※
離
職
時
点
で
65
歳
未
満
の
方

※
令
和
５
年
度
に
つ
い
て
は
、
令
和
４
年
３

月
31
日
以
降
に
離
職
さ
れ
た
方

軽
減
措
置
の
内
容

　
次
の
２
点
に
つ
い
て
、
離
職
日
の
翌
日
か

ら
そ
の
翌
年
度
末
ま
で
の
間
、
前
年
の
給
与

所
得
を
30
／
1
0
0
と
し
て
算
定
し
、
負
担

軽
減
を
は
か
り
ま
す
。
た
だ
し
、
世
帯
に
属

す
る
そ
の
ほ
か
の
被
保
険
者
の
所
得
は
通
常

の
額
と
し
て
算
定
し
ま
す
。

　
・
国
民
健
康
保
険
税
の
算
定

　
・
高
額
療
養
費
等
の
所
得
区
分
の
判
定

申
請
の
方
法

　
軽
減
を
受
け
る
に
は
、
申
請
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
を

ご
持
参
く
だ
さ
い
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雇
用
保
険
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資
格
者
証
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紛
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さ
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た

場
合
は
、
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共
職
業

安
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ハ
ロ
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ワ
ー

ク
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再
交
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を
受
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後
に
住
民
課
ま
た

は
税
務
課
ま
で
申
請

を
お
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い
し
ま
す
。

◇
国
民
健
康
保
険
税
　
減
免
制
度

　
災
害
な
ど
の
特
別
な
事
情
に
よ
り
国
民
健

康
保
険
税
の
支
払
い
が
困
難
な
場
合
は
、
申

請
に
よ
り
減
額
や
免
除
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
お
早
め
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ご
相
談
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険

み
ん
な
で
支
え
あ
う

国
民
年
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の
お
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ら
せ

国
民
年
金
保
険
料
の
一
部
免
除
の

承
認
を
受
け
ら
れ
た
方
へ

保
険
料
の
納
付
が
必
要
で
す

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請
を
さ
れ

た
方
の
う
ち
、全
額
免
除
に
該
当
せ
ず
、一

部
免
除（
４
分
の
３
免
除
・
半
額
免
除
・
４

分
の
１
免
除
）が
承
認
さ
れ
た
方
は
、免
除

に
該
当
し
な
か
っ
た
部
分
の
保
険
料
を
納

付
さ
れ
な
い
と
未
納
期
間
と
し
て
扱
わ
れ

る
こ
と
に
な
り
、将
来
支
給
さ
れ
る
老
齢

基
礎
年
金
を
受
給
す
る
た
め
に
必
要
な
期

間
に
計
算
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、未
納
期
間
が
あ
る
と
ケ
ガ
や
病

気
で「
万
が
一
」の
こ
と
が
あ
っ
て
も
、障

害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
を
受
給
で

き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。納
期
限
か
ら

２
年
が
経
過
す
る
と
時
効
に
よ
り
納
め
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　
納
付
書
が
お
手
元
に
な
い
方
は
、草
津

年
金
事
務
所
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

免
除
区
分

保
険
料
額（
令
和
5
年
度
）

３
／
４
免
除

月
額
　
４
，１
３
０
円

半
額
免
除

月
額
　
８
，２
６
０
円

１
／
４
免
除

月
額
１
２
，３
９
０
円

※
令
和
5
年
度
国
民
年
金
保
険
料
は
月
額

１
６
，５
２
０
円
で
す
。

※
月
額
の
計
算
は
、10
円
未
満
切
り
上
げ
で
す
。

『
扶
養
親
族
等
申
告
書
』は

期
限
ま
で
に
提
出
し
ま
し
ょ
う

　
老
齢
や
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金

は
、雑
所
得
と
し
て
所
得
税
の
課
税
対
象

と
さ
れ
て
い
ま
す
。（
障
害
年
金
や
遺
族
年

金
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。）

　
課
税
対
象
者
と
な
る
受
給
者
の
方（
65

歳
未
満
の
方
は
１
０
８
万
円
以
上
、65
歳

以
上
の
方
は
１
５
８
万
円
以
上
）に
は
、日

本
年
金
機
構
か
ら「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」

が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、提
出
期
限
ま
で

に
日
本
年
金
機
構
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。　
　

　
こ
の
申
告
に
よ
り
、翌
年
中
に
受
け
ら

れ
る
年
金
に
か
か
る
所
得
税
の
源
泉
徴
収

税
額
が
決
定
さ
れ
ま
す
。提
出
を
忘
れ
る

と
各
種
控
除
が
受
け
ら
れ
ず
、所
得
税
の

源
泉
徴
収
税
額
が
多
く
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先
　

　
草
津
年
金
事
務
所
　

　
☎
０
７
７
-５
６
７
-２
２
２
０

　
住
民
課
　
保
険
年
金
担
当
　

☎
0
7
4
8
-5
2
-6
5
8
4

◆
問
い
合
わ
せ
先
　
住
民
課
　
保
険
年
金
担
当
　
☎
0
7
4
8-

5
2-

6
5
8
4

税
務
課
　
住
民
税
担
当
　
　
☎
0
7
4
8-

5
2-

6
5
7
0

９
月
18
日（
月
）は「
敬
老
の
日
」

　
９
月
の
第
３
月
曜
日
は「
敬
老
の
日
」で
す
。
長
年
に
わ

た
り
社
会
に
貢
献
さ
れ
た
高
齢
者
を
敬
愛
し
、
長
寿
を
祝

う
こ
と
を
目
的
に
昭
和
41
年
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和

22
年
、
兵
庫
県
の
村
で「
老
人
の
知
恵
を
借
り
て
村
づ
く

り
を
し
よ
う
」と
、
農
閑
期
で
季
節
の
よ
い
９
月
中
旬
の

15
日
に
敬
老
会
を
開
い
た
こ
と
が
起
源
で
全
国
に
広
が
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
日
野
町
の
満
１
０
０
歳
以
上
の
方
は
８
月
１
日
現
在
で

19
名
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
元
気
で
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。

９
月
21
日（
木
）は

「
世
界
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
デ
ー
」

　
１
９
９
４
年「
国
際
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
協
会
」は
、
世

界
保
健
機
関（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）と
共
同
で
毎
年
９
月
21
日
を「
世

界
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
デ
ー
」と
制
定
し
、
こ
の
日
を
中
心

に
認
知
症
の
啓
発
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

認
知
症
基
本
法
が
成
立
し
ま
し
た

　
認
知
症
の
本
人
や
家
族
の
意
見
を
反
映
し
、
関
連
施
策

の
充
実
を
図
る「
共
生
社
会
の
実
現
を
推
進
す
る
た
め
の

認
知
症
基
本
法
」が
令
和
５
年
６
月
14
日
に
成
立
し
ま
し

た
。
認
知
症
に
な
っ
て
も
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
町
を
め
ざ

し
て
、
認
知
症
の
人
が
尊
厳
を
保
持
し
、
希
望
を
持
っ
て

暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
地
域
で
の
取
り
組
み
を
進

め
て
い
き
ま
す
。

オ
レ
ン
ジ
フ
ェ
ス
タ
茶
の
み
処
わ
た
む
き

〜
や
さ
し
さ
で
つ
な
が
る
み
ん
な
の
笑
顔
〜
２
０
２
３

開
催
の
お
知
ら
せ

　
認
知
症
に
な
っ
て
も
、
変
わ
ら
ず
に
受
け
入
れ
ら

れ
、
そ
の
人
ら
し
く
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
地
域
を

め
ざ
し
て
、
町
内
で
活
動
い
た
だ
い
て
い
る
認
知
症

キ
ャ
ラ
バ
ン
メ
イ
ト
と
と
も
に「
オ
レ
ン
ジ
フ
ェ
ス

タ
茶
の
み
処
わ
た
む
き
〜
や
さ
し
さ
で
つ
な
が
る

み
ん
な
の
笑
顔
〜
２
０
２
３
」を
開
催
し
ま
す
。
今

回
は
、
認
知
症
当
事
者
の
方
か
ら
ご
講
演
い
た
だ
き

ま
す
。

　
認
知
症
は
誰
も
が
な
り
得
る
身
近
な
病
気
で
す
。

国
内
の
認
知
症
高
齢
者
の
数
は
２
０
２
５
年
に
は
約

７
０
０
万
人
、
65
歳
以
上
の
５
人
に
１
人
に
達
す
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
も
し
家
族
が
認
知
症
と
診
断

さ
れ
て
も
、
そ
の
人
ら
し
く
生
活
す
る
た
め
に
は
周

り
の
人
の
サ
ポ
ー
ト
が
必
要
不
可
欠
で
す
。
ま
ず
は

認
知
症
に
つ
い
て
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
か
ら
始
め

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

【
と
　
き
】　
９
月
24
日（
日
）　
10
時
〜
12
時（
受
付
は
９
時
30
分
か
ら
）

事
前
申
し
込
み
は
不
要
で
、
ど
な
た
で
も
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す
。

【
と
こ
ろ
】　
日
野
公
民
館（
中
道
二
丁
目
12
番
地
）

【
内
　
容
】　
第
１
部
　
日
野
町
認
知
症
キ
ャ
ラ
バ
ン
メ
イ
ト
活
動
紹
介

　
　
　
　
　
第
２
部
　
講
演
会「
認
知
症
と
と
も
に
今
を
生
き
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
講
師
　
下し

も
さ
か坂

厚あ
つ
し

氏
（
若
年
性
認
知
症
当
事
者
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清し

み
ず水
真ま

ゆ
み弓
氏（
伴
走
者
・
理
学
療
法
士
）

　
　
　
　
　
※
下
坂
厚
さ
ん
の
写
真
展「
記
憶
と
つ
な
ぐ
」を
同
時
開
催
し
ま
す
。

〜
下
坂
厚
さ
ん
の
ご
紹
介
〜

　
京
都
府
京
都
市
在
住
。
２
０
１
９
年
８
月
、
若
年
性
ア
ル
ツ

ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症
と
診
断
さ
れ
る
。
京
都
市
の
介
護
施
設
で

勤
務
し
た
後
、
現
在
は
同
じ
社
会
福
祉
法
人
の
本
部
で
広
報
担

当
と
な
る
。
認
知
症
当
事
者
と
し
て
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
趣
味
の
写
真

を
発
信
し
、
認
知
症
の
啓
発
活
動
も
展
開
中
。

◆問い合わせ先　長寿福祉課　地域包括支援担当　☎ 0748-52-6001

〜
認
知
症
キ
ャ
ラ
バ
ン
メ
イ
トとは

〜

　
認
知
症
に
つ
い
て
の
正
し
い
知
識
を
住

民
の
方
に
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
啓

発
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
で
す
。
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